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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
他
都
府
県
か
ら
沖
縄
県
へ
の
機
動
隊
派
遣
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
派
遣
人
数
、
派
遣
部
隊
数
、
一
部
隊
毎
の
人
数
」
、
「
六
都
府
県
か
ら
沖
縄
ま
で
の
航
空
代
金
、
フ
ェ
リ
ー

代
金
」
、
「
装
備
費
」
及
び
「
宿
泊
先
と
宿
泊
代
金
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
警
備

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。
お
尋
ね
の
「
時
間
外
手
当
」
、
「
飲
食
代
金
」

及
び
「
そ
の
他
派
遣
に
要
し
た
経
費
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
「
特
殊
勤
務
手
当
代
金
」
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
警
察
に
警
察
官
を
派
遣
し
た

「
六
都
府
県
」
が
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
支
弁
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
お
尋
ね
の
「
そ
の
他
沖
縄
県
内
で
の
移
動
経
費
」
、
「
高
速
道
路
代
金
」
及
び
「
ガ
ソ

リ
ン
代
」
に
つ
い
て
は
、
「
六
都
府
県
」
又
は
沖
縄
県
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね

の
「
内
訳
」
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
承
知
し
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

法
第
五
十
九
条
の
規
定
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
警
察
は
、
相
互
に
協
力
す
る
義
務
を
負
う
」
と
、
法
第
六
十
条
第
一
項

一



の
規
定
に
お
い
て
、
「
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
警
察
庁
又
は
他
の
都
道
府
県
警
察
に
対
し
て
援
助
の
要
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
派
遣
」
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
そ
の
経
費
は
本
来
政
府
が
全
て
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
六
都
府
県
が
肩
代
わ
り
し
て

負
担
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
が
支
弁
す
る
こ
と
と
な
る
経
費
を
除
き
、
都
道
府
県
警
察
に
要
す
る
経
費
は
、
当
該
都
道
府
県
が
支

弁
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
他
経
費
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
高
速
道
路
代
金
」

及
び
「
ガ
ソ
リ
ン
代
」
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
が
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
二
条

第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
支
出
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
高
速
道
路
代
金
」
に
つ
い
て

は
、
沖
縄
県
警
察
に
よ
れ
ば
、
支
出
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
「
住
民
監
査
請
求
」
が
東
京
都
等
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
住
民
監

査
請
求
」
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
等
に
つ
い
て
、
違
法
又
は
不
当
な
公
金
の

支
出
等
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
監
査
委
員
に
対
し
、
監
査
を
求
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て

お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
住
民
の
知
る
権
利
を
損
な
う
、
こ
の
よ
う
な
警
察
の
対
応
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
情
報
開
示
請
求
」
が
警
察
庁
、
警
視
庁
等
に
対
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る

情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
又
は
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例

第
五
号
）
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
お
尋
ね
の
「
情
報
開
示
請
求
」
に
係
る
行
政
文
書
の
開
示
等
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

三


